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   武蔵野市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令 

 

 武蔵野市教育委員会事務専決規程（昭和32年10月武蔵野市教育委員会訓令

第６号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた部分については、それぞれ対応す

る説明の欄に掲げる改正を行い、改正後の欄の下線が引かれた部分とする。 

 次の表中、改正後の欄にのみ下線が引かれた部分については、それぞれ対

応する説明の欄に掲げる改正を行う。 

 

改正前 改正後 説明 

第５条 課長は、次の事項を専

決するものとする。 

 課長共通専決事項から教育企

画課学校施設担当課長専決事

項まで （略） 

 

 

 

 

 指導課長専決事項及び教育支

援課長専決事項 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５条 課長は、次の事項を専

決するものとする。 

 課長共通専決事項から教育企

画課学校施設担当課長専決事

項まで （略） 

 教育企画課学校施設計画担当

課長専決事項 

  学校施設整備基本計画に関

すること。 

 指導課長専決事項及び教育支

援課長専決事項 （略） 

 教育支援課教育相談支援担当

課長専決事項 

  (1) 特別支援学級の運営に

関すること。 

  (2) 通級指導学級及び特別

支援教室の入退級等に関

すること。 

  (3) 就学相談及び転学相談

に関すること。 

  (4) 教 育 相 談 に 関 す る こ

と。 

  (5) チャレンジルームに関

すること。 

  (6) チャレンジクラスに関

すること。 

 

 

 

 

 

条の表の項の 追

加 

 

 

 

 

条の表の項の 追

加 
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 生涯学習スポーツ課長専決事

項 （略） 

 スポーツ推進担当課長専決事

項 

  (1)及び (2) （略） 

 武蔵野ふるさと歴史館担当課

長専決事項 

  (1)から (4)まで （略） 

 図書館長専決事項 （略） 

  (7) 不登校対策事業に関す

ること。 

  (8) スクールソーシャルワ

ー カ ー 事 業 に 関 す る こ

と。 

  (9) 帰国・外国人教育相談

室に関すること。 

 生涯学習スポーツ課長専決事

項 （略） 

 生涯学習スポーツ課スポーツ

推進担当課長専決事項 

  (1)及び (2) （略） 

 生涯学習スポーツ課歴史文化

財担当課長専決事項 

  (1)から (4)まで （略） 

 図書館長専決事項 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 

 

 

字句の改正 

   付 則 

 この訓令は、令和８年４月１日から適用する。 

 


